
洗浄清掃編



２０２５ご紹介 予定している調査事例

●まず全体を調べよう 協力

◆実施のキッカケになれば 高熱で物質が変化しリスク高？“そりゃ調べんといかん” アイシン高丘

◆実施率を高める/多くの事業場に影響 絞ると評価する物質は何種類？ 切削加工編 デンソー

◆危険源が都度変わる業界 ＆ 化学物質/保護具着用管理者の現場常駐制約なし

なら予め 作業⇒使用物質⇒評価/層別⇒数理的根拠の対策をパッケージ化

そして当日 他に何があるかを全体網羅 建設業他

◆難しいのは第三次産業/小売業等向け うちも対象か？に応えるには 西尾市民病院

切り方を変えて “業界”から “洗浄・清掃作業”でまとめ

“次亜塩素酸ナトリウム 塩素ガスを新しい化学物質管理で実施したら” 洗浄・清掃編

◆以上は有害性 次は危険性 火災・爆発防止も同じ考え方で 全業界共通 スペック

今から 洗浄清掃編をご紹介

実施要綱
のひな型
を提示



洗浄、清掃作業での災害発生が３割と一番多い



洗浄/清掃作業 保有化学物質リスト 協力頂いているN病院の実例

商品
名

含有物質＝成分＝化学物質

Ｎ病院では １２商品を抽出し
物質内容を調査



洗浄/清掃作業 保有化学物質リスト 協力頂いているN病院の実例

質問 ”混ぜるな“とは
１ 混ぜるなと書いてあるものは 他の全てと混ぜてはいけない
２ “混ぜるな” と “混ぜるな” を混ぜてはいけない
３ その他

質問 皮膚荒れ、ただれ（以降“皮膚腐食”）成分が
入っているものは？

＊配分量が調整されているため
決して危ないという意味ではありません

意外に伝わって
いない



混合危険性の種類の危険性を知っているか

混合危険性を示す組み合わせは、
主に以下の３つに分類され、発火・爆発、
可燃性ガスや有毒物質が発生するなどの
危険性を示します
①二種類以上の化学物質の混合
②空気との接触
③水との接触
主な事案

2024.9.27愛知労働基準協会主催 土屋眞知子先生講演会資料より引用

現象条件混触危険物質物質例
爆発強い衝撃硫⻩

硝酸銀 発火加熱マグネシウム
爆発衝撃炭素
爆発雷銀の生成アンモニア水
爆発摩擦・衝撃⻩リン
爆発窒化要素の生成ヨウ素

アンモ
ニア

爆発水銀
爆発雷銀の生成銀
爆発放置で雷銀硫酸銀

爆発二酸化塩素発生塩素酸カリウム
硫酸 発火接触塩素酸ナトリウム

現象条件混触危険物質物質例
高性
能爆
発

過酸化アセトン
発生

過酸化水素

アセトン
爆発酢酸共存下で、

数時間後に爆発
硝酸

有毒塩素ガスの発生酸次亜塩素酸
塩

その他

重大災害防止 有毒は塩素系と酸性系この１つ 洗浄・清掃作業で警戒要



洗浄/清掃作業 過去の化学物質災害の分析

１ 小売業 皮膚腐食
◆洗剤
◆厨房床の清掃
◆終了しゴーグル外す

フォームガン外れる
◆飛散し目に入る
◆角膜に傷

２ 飲食店 皮膚腐食
◆洗剤
◆厨房のダクト清掃
◆ゴーグル忘れ

天井から滴れる
◆目に入る
◆角膜剥離

３ 飲食店 皮膚腐食
◆洗剤
◆キッチン床の清掃
◆⻑ズボン２枚重ね

膝をついて実施
◆しみる
◆化学熱傷

４ 清掃業 皮膚腐食
◆洗浄剤
◆配管のつまり除去
◆汚れと洗浄剤が反応

ゴーグルなし
◆反応剤が跳ねて目に
◆角膜化学腐食

５ 清掃業 皮膚腐食
◆アルカリ洗剤
◆換気扇の油汚れ除去
◆ゴム手袋の間に入る

◆手の甲を熱傷
◆化学熱傷

全てが
・皮膚腐食

荒れ/かぶれ/ただれ
・洗剤、洗浄剤
・保護具は

銘柄間違いはなく
付けていたか 否か

発生範囲に傾向あり
基本ルールで防止可能

再発
防止

休業

再発
防止

重大

クリニック 急性毒性（吸入）
◆洗浄に使う酢酸（酸性系） 消毒に使う次亜塩素酸（塩素系）が

混合し化学反応を起こして有毒ガスが発生 塩素ガス
◆透析機器の洗浄用 保管量が少なくなったための補充作業時
◆混ぜた 近くに設置 薬剤名の表示が見にくい 一人作業
◆塩素ガス吸い込みで９人がのどの痛みを訴える ＊３名以上で重大

その次亜塩素酸での

“混合”が現に発生
重大防止はこの１点を
発生させないこと

６食料品製造業皮膚腐食
◆洗浄剤
◆フライヤーの油洗浄
◆腕カバーなし

◆袖口から腕に伝わる
◆火傷

７食料品製造業皮膚腐食
◆洗剤
◆天井や壁の油落とし
◆脚立に洗剤こぼれ

気付かず
◆制服に染み込む
◆肌がただれ落ちる

８ 化学工業皮膚腐食
◆アルカリ洗浄液
◆前工程配管の自動洗浄
◆次工程作業時誤って

配管を外す
◆液飛散 降りかかる
◆薬傷

９建築工事 皮膚腐食
◆強酸性洗剤
◆外壁のタイル洗浄
◆手袋に穴

◆手甲 手首
◆熱傷

災害発生プロセスで整理
NO 業種 有害性
◆危険源
◆作業
◆危険状態
◆危険事象
◆傷病名１つ１つはスライド

ショーで見れます

R6.6.27 厚生労働省
公表資料で分析) 

一年内で形にするやり方
休業防止は災害分析より“GHS表示があるから

手袋をつけるようにした”でOK
後のページで詳細説明



塩素系

塩素系

酸素系

⿊はCAS
登録物質で

RA対象
他表示あり

まずは再発防止ください
①重点は 重大災害防止

“混ぜるな”塩素系と酸素系
有毒ガス発生

正しく理解 正しく伝える
皆が具体的に言えるように

②休業災害防止
は直接皮膚/眼に

あたらない処置が必要
メガネ/手袋/手カバー

掲示してみませんか



こんな時 注意
●カビ取り剤【塩素系】×トイレ用洗剤【酸素系】
トイレ掃除の際に、カビ取り剤とトイレ用洗剤を使うことがあるかもしれません。しかし、カビ取り
剤は塩素系洗剤、トイレ用洗剤は酸性であるケースが多いです。この二つが混ざると塩素ガスが発生
してしまうため、大変危険です。

二つの洗剤を同じ場所で使用したい場合は、必ず一方の洗剤を使った後にしっかり水洗いしてから
次の洗剤を使いましょう。もしくは、洗剤使用後に水洗いしたのち一日おいてから、もう一方の洗剤
を使用してください。

●排水口クリーナー【塩素系】×酢【酸素系】
シンク掃除にお酢を使い、同時に排水口掃除に排水口クリーナーを使ってしまうと、排水口に流れた
お酢と排水口クリーナーが混ざり、塩素ガスが発生します。排水口クリーナーは塩素系洗剤、酢は酸
性のためです。酢のほかにクエン酸、酢酸などの場合も同様の反応を示すため、注意が必要です。

●台所用漂白剤【塩素系】×レモン【酸素系】
三角コーナーなどに酸性の性質をもつレモンの皮や果肉が残ったまま台所の漂白剤を使うと、塩素と
酸性が混ざり、塩素ガスが発生する可能性があります。塩素系洗剤を使う際は、レモンなどの酸性の
果物を取り除いてから使いましょう

塩素系 シミ、汚れやカビ色素の分解
主に 浴槽のカビ 台所の漂白 排水溝のクリーナー

酸素系 尿石、こびりついた石鹸カス、水垢を落とす
主に トイレ⻩ばみ落とし 台所の洗剤



⻄尾監督署、協会の保有物も以下に追加します ご参考に
皆さんの保有物も追加し、CAS登録番号とGHS表示を調べてみてください

皆さんの保有物も追加

塩素系だけだから安全？



⑥
SDS
で
詳細
確認

⑤
C
A
S
検
索

④
成分
＝
化学
物質
調べ

③
GHS
表示
あっ
たら

②
商
品
名

①
作
業

【全体を知る】

化学物質リスト

【マネジメント】
ばく露限界値内

措置

記録・
保管

【評価】
SDSで取り扱いチェック

リスクアセスメントへ

評価ツール

⑦クリエイト
シンプル

ばく露限界値と
推定値を対比させ
適正な取り扱い方
法やルールを提示

最低
３年間
保管

基本

⻄尾
方針

洗浄/清掃作業 休業防止 化学物質災害分析を踏まえた⻄尾⽅針

③
GHS
表示
あっ
たら

②
商
品
名

①
作
業 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止

＊2023.4.1〜努力義務

せっかく作った
RA記録を活用し
何故？だから！
で教えてあげて

ください

何故？

この物質はこん
な特性がある

だから

⑨⑧

④
最低

３年間
保管

⑤

休業防止
“GHS表示があるから手袋をつけるようにした”基本⑨に対し ⑤ステップ

一旦 “形”にしてから 余裕が出たら基本通り⑨で実施ください



西尾
対策の考え方

マネジメント

災害発生プロセス

対策順
1. 危険源を無くす
2. 危険源エネルギーを下げる
3. 作業を無くす
4. 作業手順を無くす
5. 接近、接触させず（立ち入り禁止措置）

７．左記1～５が出来なかったら
管理するしかない
◆大きな災害防止は

ソフトとポカヨケ併用
◆ソフトでは何故？だから！

で伝えることが大切

本質安全化

レベル

レベル1，2

レベル３，４，５

レベル７

６．回避手段

レベル６

災害発生順に対策を検討する

対策を管理で
考えると 例えば
生産性と安全は

両立しない
“安全は金がかかる”

塩素ガス防止例）
まず３作業をなくすを検討
洗浄力と殺菌力を併せ持つ
洗浄剤の使用
出来なければ７管理



不良品チェックにおける接触機会の低減⽅法について

目的
スプレー噴射における不良品チェックにおいて、接触機会を低減する⽅法を検証した。
具体的には、「スプレーによる不良品チェック」から「ペンによる不良品チェック」に変更することで、
作業分類外（化学防護⼿袋の着⽤は不要）として対応する

スプレー噴射における想定されるリスク
・広範囲に噴射されることで手に飛沫（ミスト）が接触するリスク ⇒ ペンに変更することで飛沫の飛散もなくなり接触機会なしとなる
・箱側面などの跳ね返りによる接触 （そもそもペンに皮膚等障害化学物質含有なし）

作業分類外作業分類 ３

スプレー缶 ペン

事例

１危険源をなくす

事例提供 (株)アイシン



作業分類外（接触しない作業）
ペンにおける不良品チェック作業（油が付着した部分での実施）

・ペンで実施することで、接触せずに実施可能（ペン自体も皮膚等障害化学物質含有なし）

1.槽の入れ替え作業における投入作業

事例

接する
４作業手順を

なくす

事例提供 (株)アイシン



作業分類3（化学防護⼿袋への変更が必要な作業）
スプレー噴射における不良品チェック作業（⼿に持って実施）

・広範囲に噴射されることで⼿に飛沫（ミスト）が接触するリスク（ミストが漂っている） 化学防護⼿袋への変更、着⽤
が必要

1.槽の入れ替え作業における投入作業

事例

７ 管理する

事例提供 (株)アイシン



参考 ⻄尾モデルを使った記録⽅法
洗浄・清掃作業では 実施優先
災害分析内容より２８ページ内容までを実施ください





事例を間に合わせて 2024年度法定教育にも
義務化となった新しい化学物質管理を織り込みます

2025.1．23/24  安全衛生推進者 （10〜49名）
2025.2. 6/7 職長・現場監督者
2025.2．28 安全管理者 （50名〜）

概要（１時間）として身近な事例で説明します
受講生には皆様の初期工数低減・・その事例を修正し自社版として使えるように
事例を 実施要領系はパワーポイント、保有化学物質リストはエクセルでお渡しします

⻄尾独自施策です。２０２５と２０２６年度限定でお渡ししますので活用ください。

＊６時間の法定内容（趣旨は、ばく露管理）の詳細は 化学物質管理者教育
保護具着用管理責任者教育を受講ください ２０２５講習計画を添付します



参考 ２０２５年〜化学物質管理者講習 西尾カリキュラム
〜後世に語り継ぐため 必ず実施される法定教育へ織り込み〜

法定テキスト

取り扱い事業場
向１日コース

一般

同上
事例

RA
濵田氏

西尾 実習
クリエイト
シンプル

６H １H ２〜３H

法定テ

R
A

事
例

圧縮版を
セミナーで実施

現在

2023
2024

来期

2025
～

同上

同上

西尾 同上

事例
追加

事例提供会員の意向
〜協会より説明を受けて頂き

正しく活用ください〜

◇化学物質リストを
エクセルデータで提供

◇実施要領書系は
パワーポイントで提供

2024セミナー
県1回目 7月

西尾 9月
県2回目 11月

同上

45分

45分

６．５H １H







法定安全教育
申し込み方法

記入頂き ⻄尾労働基準協会に
FAX願います

FAX 0563-56-0244


